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【【１１】】食品衛生管理の国際標準化に食品衛生管理の国際標準化に
関する検討会最終とりまとめについて関する検討会最終とりまとめについて関する検討会最終とりまとめについて関する検討会最終とりまとめについて
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厚生労働省は，平成２８年３月からＨＡＣＣＰによる衛生管理
の制度化に向けた検討会を開催し，

平成２８年１２月，検討会の最終とりまとめを公表しました。
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食品の衛生管理は
ＨＡＣＣＰでやらなければいけなくなった！！



①一般的衛生管理の着実な実施が不可欠

衛生管理についての基本的な考え方

②その上で，ＨＡＣＣＰによる衛生管理の
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②その上で，ＨＡＣＣＰによる衛生管理の
手法を取り入れる



フードチェーンを構成する食品の
製造・加工，調理，販売等を行う食品等事業者
を対象

対象事業者
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製造・加工，調理，販売に関わる

全ての食品等事業者が対象



食品等事業者は施設ごとの
一般衛生管理及びＨＡＣＣＰによる衛生管理の
ための「衛生管理計画」の作成をする

衛生管理計画を作成
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ＨＡＣＣＰによる衛生管理には，２つの基準を策定



ＨＡＣＣＰ７原則

基準Ａ コーデックスのガイドラインで示された ＨＡ
ＣＣＰの７原則を要件とする衛生管理

２つの基準
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基準Ｂ ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理（一般
衛生管理を基本として，業界等の手引書
等を参考に必要に応じて重要管理点を設
けて管理する衛生管理）



原則は基準Ａ原則は基準Ａ!!
小規模事業者や一定の業種等は，基準Ｂに！小規模事業者や一定の業種等は，基準Ｂに！

 従業員数が一定数以下等の小規模事業者

 （小規模事業者ついては，従業員数，出荷量等について考慮す
ると共に，食品表示法等の他法における取扱いも参考にする）

 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工，
調理を行っている事業者調理を行っている事業者

 提供する食品の種類が多く，かつ，変更頻度が高い業
種又は一般衛生管理による対応で管理が可能な業種
等（飲食業，販売業等），一定の業種等を対象とする。

8



 営業許可手続，立入検査等の様々な機会を通じて，

衛生管理計画の作成の指導・助言を行い，実施状況等
を検証することとすること。

監視指導について
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地方自治体の食品衛生監視員は，
営業許可の新規や更新申請時，監視時に
ＨＡＣCPの取り組み状況を確認することになる


